
 

京都府中小企業団体中央会 職員採用試験 

募 集 要 項 
令和５年２月２日 

京都府中小企業団体中央会 

 

受付期間  令和５年２月２日（木）～令和５年３月３日（金）午後５時必着 

試験日程  令和５年３月16日（木）（書類選考合格者を対象に、午前に論文、午後から面接実施。） 

 

 

１ 職務内容  経営指導及び一般事務 

         （仕事の内容）〇中小企業及び中小企業組合の経営等に関する指導業務 

                 ・事業協同組合等の設立・運営等の支援 

                 ・金融、税制や労働問題など中小企業の経営課題への対応 

                 ・組合等が実施する補助事業・助成事業のサポート 

                〇団体の管理・運営等の事務全般 等 

２ 募集人数  正職員 １名 

３ 応募条件  （１）年   齢  59歳以下（60歳定年のため） 

        （２）性   別  不問 

        （３）学歴・職歴  大学（短期大学を除く。）を卒業、又は大学卒業と同程度の学

力を有し、企業・団体等において正職員として３年以上の実務経

験を有する者 

        （４）そ の 他  普通自動車第一種運転免許（ＡＴ限定可）、簿記知識及びＰＣ

（ワード、エクセル等）操作スキルを有することが望ましい。 

４ 試験日程  令和５年３月16日（木） 午前に論文試験、午後から面接試験を行います。 

        ※ 詳細（時間・場所等）は書類選考の合格者に直接連絡いたします。 

５ 試験場所  京都経済センター 会議室 

        （京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地） 

６ 試験方法  （１）書類選考 

           採用試験申込書類による書類選考を行います。合否については令和５年３月上

旬（受付期間終了後、速やか）に応募者全員に通知します。 

        （２）論文試験及び面接試験 

           書類選考合格者を対象に、論文試験及び面接試験を令和５年３月16日（木）に

行います。詳細は書類選考の合格通知でお知らせします。 

７ 受験手続  （１）申込書類の交付 

           「採用試験申込書/申込書類チェック表」をダウンロードし、採用試験申込書類

作成の留意事項を確認してください。 

        （２）申込方法 

           以下「必要書類」を封筒に入れ、封筒の表に「職員採用試験申込」と朱書きし、

郵送（簡易書留）又は持参によりお申込みください。 

           <必要書類> 

           ①採用試験申込書/申込書類チェック表：提出書類をチェックするとともに、提

出書類の記載内容に相違がない旨等を自署により証明してください。 

           ②履歴書：Ａ４判を使用し、顔写真を貼付してください。 

           ③職務経歴書：Ａ４判を使用し横書きで記載してください。 

           ④応募の動機・自己ＰＲを記載した書面：Ａ４判を使用し横書きにより、応募

の動機を目安400字で、自己ＰＲを目安600字で記載してください。 

http://www.chuokai-kyoto.or.jp/about/20230202_moushikomi.pdf


           ⑤返信用封筒 １通：定形外郵便 規格内（角２封筒等）に郵便番号、住所及

び氏名を記載し、120円切手を貼付してください。（書類選考の合否通知を郵

送しますので、受け取ることができる住所を記入してください。） 

           ⑥（ハローワークを通じてご応募いただく場合）ハローワークの紹介状 

８ 採 用 日  令和５年４月１日又は５月１日を予定日とし、内定者の就労等の状況を考慮し採用日

を決定します。 

９ 勤 務 地  京都経済センター内 本会本部事務所（採用時） 

10 申 込 先  〒600－8009 

        京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター３階 

        京都府中小企業団体中央会 総務情報課 担当：片岡、奥 

        Ｔｅｌ 075－708－3701  Ｆａｘ 075－708－3725 

11 受付期間  令和５年２月２日（木）～令和５年３月３日（金）午後５時必着 

        ※持参による申込受付は、平日の午前９時から午後５時までです。（土曜日、日曜日

及び祝日は受付できません。） 

12 待  遇  （１）給料は、大学卒者を約２０５，０００円（地域手当を含む月額の一般的な例）

とし、職歴等に応じて一定の基準（経験年数等）により加算して、月額の給料を

算定します。 

           そのほか、通勤手当、扶養手当、住居手当、期末手当（いわゆるボーナス：年

２回）等を要件に応じ給与規程に基づき支給します。 

        （２）勤務時間は、午前８時45分～午後５時15分（休憩時間45分間）です。 

        （３）完全週休二日制で、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する

「国民の祝日」及び「休日」、年末年始（12月29日～１月３日）が休日です。 

        （４）福利厚生制度として、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などに加入します。 

        （５）採用から６か月は試用期間を設けます。（試用期間中の給与は日割計算により

日給月給にて支給します。） 

 

 


